
別添１ 

令和８年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの概要 

 

１ 実施時期 

  令和８年４月１日から７月 31日まで 

（特に多くの新入学生（新入生含む。）がアルバイトを始める時期） 

 

２ 重点事項 

① 労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示 

② 学業とアルバイトの両立に配慮したシフトの設定 

③ シフト制で使用する学生アルバイトに対する年次有給休暇の適切な取扱い 

④ 労働時間の適正把握による学生アルバイトへの適切な賃金の支払い 

⑤ 学生アルバイトへの商品の買取り強要等の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止 

⑥ 学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ損害賠償額を定めるこ

とや労働基準法に違反する減給制裁の禁止 

 

３ 実施事項 

⑴ 厚生労働省本省での実施事項 

①  大学等への協力依頼等 

   ア 全国の大学、大学院、短期大学、高等専門学校（いわゆる「高専」）、専修学

校及び各種学校（以下「各大学等」）へリーフレット・ポスターを送付し、新入

学時の説明会・ガイダンス等での配布や新入学時に配布する冊子への掲載、これ

らを活用した説明の実施、各大学等のホームページ、ＳＮＳ等への掲載等、学内

の掲示板への掲示等について依頼する。 

イ 下記⑵①の出張相談の実施に際しての相談場所の提供、学生等への周知等につ

いて依頼する。 

ウ 学生等に利用してほしい厚生労働省の労働法の普及啓発媒体等の利用勧奨に

ついて依頼する。 

②  事業主団体への周知依頼 

    事業主団体や学生アルバイトが多い業界の団体等に周知し、傘下会員への広報を

依頼する。 

  ③ 各都道府県及び政令市への協力依頼 

    キャンペーンの広報、リーフレットの配布について協力を依頼する。 



  ④ 関係団体への協力依頼 

    大学等団体、日本弁護士連合会、全国社会保険労務士会連合会、日本司法書士会

連合会、日本行政書士会連合会、全国大学生活協同組合連合会等に対し、キャンペ

ーンの周知等について協力を依頼する。 

  ⑤ 周知・啓発の実施 

    キャンペーンの趣旨等について、報道発表及び厚生労働省ホームページ等への掲

載を行う。 

 

⑵ 各都道府県労働局の実施事項 

  ① 大学等への出張相談等 

    大学等より依頼があった場合に、都道府県労働局による出張相談を実施する。 

② 総合労働相談コーナーへの「若者相談コーナー」の設置 

各都道府県労働局及び各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナ

ーに「若者相談コーナー」を設置し、学生等からの相談に重点的に対応する。 

  ③ 周知・啓発の実施 

    キャンペーンの趣旨等について、報道発表、ホームページへの掲載、地方公共団

体・関係機関等の広報誌の活用等により周知を行う。 

④ 学生等に対するリーフレットの配布 

    リーフレット等について、キャンペーン期間中に、大学等への出張相談時や、学

生等が若者相談コーナーを利用した際などに、学生等に対して配布する。 

  ⑤ 事業主等に対するリーフレットの配布 

    リーフレット等を各労働基準監督署において集団指導や監督指導等を実施する

際に事業主等に配布する。   

※ 以上の実施に当たっては、所在地の大学等や地方公共団体等関係団体と連携を図

る。 


